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令和８年２月２０日 

石川県生活環境部環境政策課 

白山市市民生活部環境課 

 

 

ＪＲ西日本の金沢総合車両所松任本所跡地（白山市）における 

地下水のテトラクロロエチレンの環境基準値超過について 

 

 本日、ＪＲ西日本から、県及び白山市に対し、金沢総合車両所松任本所跡地（白

山市新田町地内）敷地内の地下水観測井戸から、環境基準値※を超過したテトラクロ

ロエチレンが検出された旨、報告がありました。 

 

記 

 

１ ＪＲ西日本による自主測定結果 

調査年月 
調査 

箇所数 

超過 

箇所数 

テトラクロロエチレン

検出値(mg/L) 

令和８年２月 １ １ 0.029 
 

※ 環境基準値 テトラクロロエチレン：0.01mg/L以下 
・環境基準値は、体重50kgの人が水を一生涯にわたって毎日 2L飲用したとしても、この濃度以
下であれば人の健康に悪影響が生じないと推定されるレベル 

 

２ 金沢総合車両所松任本所跡地にかかるこれまでの経緯 

 令和７年１１月２７日、「白山市金沢総合車両所松任本所跡地活用検討委員会」

（白山市主催）において、ＪＲ西日本から、「敷地内の一部区画に汚染物質は認め

られたものの、地下水を介して敷地外へ汚染物質が流出する可能性は極めて低い」

との報告があった。 

 

３ これまでの県及び白山市の対応 

  上記の土壌汚染が認められたとの報告を受けて、県では、白山市が実施した当

該跡地から概ね 500mの範囲内における井戸の有無や利用実態の調査をもとに、井

戸所有者が調査を希望した８箇所の水質調査を実施している。 

 この結果、環境基準を超過した場合、井戸の所有者に対し、飲用しないよう指導

する。 

 

 



４ 今後の県及び白山市の対応 

(1)周辺住民への周知・飲用指導（白山市） 

当該跡地の超過井戸から概ね 500m の範囲内の住民に対し、水質調査を行っ

ていない井戸水の飲用を控えるよう周知 

 (2)周辺井戸の有無や利用実態の調査（白山市） 

当該跡地の超過井戸から概ね 500m の範囲内における井戸の有無及び利用実

態の調査を改めて実施 

 (3)周辺井戸の水質調査（県） 

テトラクロロエチレンの広がり状況を確認するため、(2)で調査した井戸の

水質調査を実施 

 

 

問合せ先【県及び白山市 平日 9:00～17:00】 

 〇４(1)～４(3)に係ること及び健康相談以外に関すること 

  県生活環境部環境政策課 電話  076-225-1491 

白山市市民生活部環境課        076-274-9538 

 〇健康相談に関すること 

石川中央保健福祉センター健康推進課 

076-275-2250 

白山市健康福祉部いきいき健康課 

076-274-2155 

 

問合せ先【ＪＲ西日本 金沢支社地域共生室 

 平日 9:00～17:00 ※2/21,22,23は受付】 

                             070-3532-8062 

         

 

  



（参考）テトラクロロエチレンについて 

環境省「化学物質ファクトシート」（最終改訂：2025年 3月） 

日本環境管理学会「水道水質基準ガイドブック」（平成16年10月）の記載内容をもとに作成 

・塩素を含む有機化合物で、水よりも重く、また常温では無色透明の液体で、空気中で

蒸発しやすい物質です。引火性が低く、容易に油を溶かすという性質があります。 

 

・このため、ドライクリーニングの溶剤として洗濯業や精密機器や部品の加工段階で用

いた油の除去などに使われてきました。1980年代に有機塩素系溶剤による地下水汚染

等の環境汚染は社会問題となりましたが、テトラクロロエチレンの製造・使用量は減

ってきています。 

 

・健康への影響について、高濃度のテトラクロロエチレンを長期間取り込み続けると、

肝臓や腎臓への障害が認められることがあり、比較的低濃度では頭痛、めまい、眠気

などの神経系への影響が現れることがあります。発がん性について、国際がん研究機

関（IARC）はテトラクロロエチレンを「人に対しておそらく発がん性がある」グルー

プに分類しています。 

 

・テトラクロロエチレンの発がん性の可能性を考慮し、環境省は、テトラクロロエチレ

ンの水道水質基準と水質環境基準を0.01 mg/L以下に設定しました。 
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ＪＲ西日本の金沢総合車両所松任本所跡地（白山市）における 

土壌汚染に伴う周辺井戸の水質調査結果について 

 

 令和７年 11月 27日に開催された「白山市金沢総合車両所松任本所跡地活用検討

委員会」(白山市主催)において、ＪＲ西日本から、金沢総合車両所松任本所跡地（白

山市新田町地内）敷地内において土壌汚染が認められたと報告があったことを受け、

県では、白山市が実施した当該跡地から概ね 500mの範囲内における井戸の有無や利

用実態の調査をもとに、井戸所有者が調査を希望した８箇所の水質調査を実施しま

した。 

 その結果、いずれの調査地点においても、環境基準値の超過は確認されませんで

した。 

 

<調査結果> 

 (1) 調査地点 ：白山市新田町、宮永市町、相木町、五歩市町 

 (2) 試料採取日：令和 8年 2月 16日、18日 

 (3) 調査項目 ：土壌汚染が判明した項目及びその分解生成物 

 (4) 調査結果 ：                      (単位：mg/L) 

調査項目 
調査 

地点数 

検出 

地点数 

基準超過 

地点数 

濃度 

地下水環境基準値：0.01以下 

定量下限値：0.0005 

テトラクロ

ロエチレン 
8 3 0 定量下限値未満～0.0010 

 ※自然界における化学反応や微生物の働きによってテトラクロロエチレンから発生する分解生成物につい

ては、定量下限値未満値でした。 

 ※上記のほか、金沢総合車両所松任本所跡地で土壌汚染が判明した項目である「六価クロム化合物」並びに

「鉛及びその化合物」についても定量下限値未満でした。 
 
 

 

 問い合わせ先 

石川県生活環境部環境政策課 

(直通) 076-225-1491 


